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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　診療時に施術患部を照明する位置に変位可能な照明装置と、
　医師やアシスタントが目視できる照明装置の近傍に取付けられ少なくとも２色の色を発
光する発光ダイオード等が取付けられた表示用光源と、
　前記照明装置を低照度での点灯と高照度での点灯の切り換えを行う照度切換手段と、
　前記照明装置を診療モードとコンポジットモードとを切り換え、診療モード時において
照明装置が点灯状態である場合には前記診療モード時の低照度よりも低い照度で前記照明
装置を点灯させるコンポジットモードに切り換えるモード切換手段と、
　前記照度切換手段の操作により前記表示用光源の何れかを選択して点灯させ、また、前
記モード切換手段の操作によって前記表示用光源を点滅させる制御回路と、
　を具備したことを特徴とする診療用照明器のモード表示装置。
【請求項２】
　前記表示用光源は、前記照明装置を水平方向に回動自在に取付けるヨークの下端に収容
された基板に取付けられ、かつ、該基板には前記照度切換手段が取付けられ、また、前記
ヨークには前記表示用光源よりの光を拡散して外部に放射する光拡散レンズが取付けられ
ていることを特徴とする請求項１記載の診療用照明器のモード表示装置。
【請求項３】
　前記制御回路への通電が元電源のオフにより遮断されると、前記表示用電源に対する通
電が遮断されるようにしたことを特徴とする請求項１記載の診療用照明器のモード表示装
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置。
【請求項４】
　前記モード切換手段は、非接触スイッチであり、該非接触スイッチが予め設定された時
間より短い時間だけ手の平等を検出した場合には前記照明装置のオン・オフを制御し、前
記設定時間より長い時間以上手の平等を検出した場合には前記コンポジットモードに切り
換えることを特徴とする請求項１記載の診療用照明器のモード表示装置。
【請求項５】
　前記モード切換手段は、前記照明装置におけるブラケットフレームの下面側に取付けら
れていることを特徴とする請求項４記載の診療用照明器のモード表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療、特に、歯科用治療において患者の口元を照明する照明器において、患
者の治療を行うための高い照度時と低い照度時との表示状態と、コンポジットレジンを使
用している時の治療時の照度の表示状態を明確に表示することで、外部から照明器に取付
けられたモード表示手段を見ることで治療モードを知ることが可能な診療用照明器のモー
ド表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来における歯科用治療の時に患者の口元を照明する照明器にあっては、虫歯等の治療
を行う時に点灯し、また、該治療が終了した時に消灯するための手段として、赤外線を利
用した非接触スイッチを利用し、消灯時に非接触スイッチに手をかざすことで点灯させ、
消灯させるためにはもう一度非接触スイッチに手をかざすことで消灯させるといった技術
が、例えば、実公平７－１１２５号公報に開示されている。そして、その効果としては、
非接触スイッチにより衛生的であるというものであった。
【０００３】
　この公知例にあっては、単に、照明灯の点灯・消灯を制御するだけのものであるため、
治療を行う明るさで前記照明灯を点灯した状態で、虫歯予防の治療において治療を行った
部分にコンポジットレジンを埋めた場合、治療中のコンポジットレジンが硬化してしまう
といった問題がある。
【０００４】
　このような問題を解決するために、本出願人は先願の出願である特願２００２－１０４
９６６を出願した。この出願の発明は、照度の高い治療（診療）モードと照度の低いコン
ポジットモードとの切り換えを非接触スイッチで行うこと、また、該非接触スイッチに手
をかざす時間を短くすることで照明灯の点灯・消灯も行えるようにしたこと、さらに、治
療モード時の照度をそれぞれ複数記憶させて照度の変更ができるようにした技術である。
【特許文献１】実公平７－１１２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前記したような治療モードにおいて照度の切り換えが行えるようにした場合
に、医師やアシスタントが照明器より放射される光量を見ただけでは、治療モードの暗い
照度であるのか、コンポジットモード時の照度であるのかの判別が難しくなるといった問
題があった。
【０００６】
　本発明は前記した問題点を解決せんとするもので、その目的とするところは、少なくと
も治療モードの照度２つと、また、コンポジットモードとの計少なくとも３つの照度の切
り換えが行えるようにし、かつ、前記３つの各モードの状態を表示する表示手段を、照明
器の何れからの方向からも認識可能な位置に配置することで、照明器よりの照度が何れの
モードであるかの確認を容易に把握できる診療用照明器のモード表示装置を提供せんとす
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るにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の診療用照明器のモード表示装置は前記した目的を達成せんとするもので、請求
項１の手段は、診療時に施術患部を照明する位置に変位可能な照明装置と、医師やアシス
タントが目視できる照明装置の近傍に取付けられ少なくとも２色の色を発光する発光ダイ
オード等が取付けられた表示用光源と、前記照明装置を低照度での点灯と高照度での点灯
の切り換えを行う照度切換手段と、前記照明装置を診療モードとコンポジットモードとを
切り換え、診療モード時において照明装置が点灯状態である場合には前記診療モード時の
低照度よりも低い照度で前記照明装置を点灯させるコンポジットモードに切り換えるモー
ド切換手段と、前記照度切換手段の操作により前記表示用光源の何れかを選択して点灯さ
せ、また、前記モード切換手段の操作によって前記表示用光源を点滅させる制御回路とを
具備したことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２の手段は、前記した請求項１において、前記表示用光源は、前記照明装置を水
平方向に回動自在に取付けるヨークの下端に収容された基板に取付けられ、かつ、該基板
には前記照度切換手段が取付けられ、また、前記ヨークには前記表示用光源よりの光を拡
散して外部に放射する光拡散レンズが取付けられていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３の手段は、前記した請求項１において、前記制御回路への通電が元電源のオフ
により遮断されると、前記表示用電源に対する通電が遮断されるようにしたことを特徴と
する。
【００１０】
　請求項４の手段は、前記した請求項１において、前記モード切換手段は、非接触スイッ
チであり、該非接触スイッチが予め設定された時間より短い時間だけ手の平等を検出した
場合には前記照明装置のオン・オフを制御し、前記設定時間より長い時間以上手の平等を
検出した場合には前記コンポジットモードに切り換えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項５の手段は、前記した請求項４において、前記モード切換手段は、前記照明装置
におけるブラケットフレームの下面側に取付けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は前記したように、診療モード時においては照度の違いに応じて表示用光源を選
択点灯させることで診療モード時の明るさが表示され、また、コンポジットモード時には
前記点灯状態にある表示用光源を点滅させることにより、コンポジットモードであること
を表示するので、医師やアシスタントが照明装置よりの照度が如何なる状態であるかを明
確に判断でき、従って、診療（治療）時において照明装置からの光を直接目で確認するこ
となく知ることができるので、特に、コンポジットレジンを使用しての治療時にレジンが
誤って硬化してしまうなどの恐れが防止できる。
【００１４】
　また、制御回路への通電が行われていないランプの消灯状態においては、表示用光源を
消灯するので、元電源の投入状態であるか否かの判別が行え、従って、ランプの寿命で交
換が必要となるような場合にも、表示用光源の消灯状態からランプへの通電が行われてい
ないことを確認でき、感電することがないものである。
【００１５】
　さらに、表示用光源からの光は光拡散レンズを介して照射されるため、何れの方向から
も照明装置の点灯状態（照度の状態）を確認できるので、医師やアシスタントによる操作
ミスを防止することができる。
【００１６】
　また、モード切換手段が非接触スイッチとすることで、頻繁に切り換え操作を行う必要
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のあるスイッチに手を触れなくともモード切り換えが行え、衛生面でも有利である等の効
果を有するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、少なくとも治療モードの照度２つと、コンポジットモードとの計少なくとも
３つの照度の切り換えが行えるようにし、かつ、前記３つの各モードの状態を表示する表
示手段を、照明器の何れからの方向からも認識可能な位置に配置した。
【実施例１】
【００１８】
　以下、本発明に係る診療用照明器のモード表示装置（歯科用に応用した場合）の実施例
を図１～図８と共に説明する。
　図１、図２は全体の正面図と側面図とを示し、１は例えば、スピットンボールやアシス
タントが使用する器具が装備されている機器から起立されたＬ字状の起立杆、２は該起立
杆１の水平部先端に一端が垂直軸を支点として回動自在に軸支された上下方向に回動する
バランスアーム、３は該バランスアーム２の他端に水平軸を支点として回動自在に取付け
られたヨークにして、該ヨーク３は前記バランスアーム２の軸支されたヨークジョイント
３ａと、該ヨークジョイント３ａに対して回転自在に形成されたヨーク本体３ｂとより構
成されている。
【００１９】
　また、ヨーク本体３ｂには斜め下方に延長された半円弧状のアーム３ｃが形成されてお
り、該アーム３ｃに対して水平軸を支点として回動自在にブラケットフレーム（図示せず
）が取付けられ、このブラケットフレームに対して照明装置４が固定されている。そして
、照明装置４の左右両側にはハンドル４ａが固定されており、該ハンドル４ａを操作する
ことで前記した各軸部によって水平方向、垂直方向および左右方向に照明装置４を変位さ
せることができ、これにより、照明装置４より放射される放射光を患者の口元に向けるこ
とが可能となっている。なお、４１は照明装置４内に収容されたランプ、４ｂは前記ブラ
ケットフレームの背面を覆うブラケットカバーである。
【００２０】
　前記ブラケットフレームの下方には、モード切換手段５である非接触スイッチあるいは
手によって操作するトグルスイッチが取付けられ、該モード切換手段５の切り換えによっ
て診療（虫歯の治療等）状態からコンポジット状態への切り換え、あるいは、逆の切り換
えが行われる。なお、前記非接触スイッチとしては、例えば、赤外線ＬＥＤよりの赤外線
を人体（手のひら）で反射させて、該反射された赤外線を検出することでスイッチの切り
換えが行われるものである。
【００２１】
　次に、本発明の要部であるモード表示装置６の詳細を図３、図４と共に説明する。　モ
ード表示装置６は前記したヨーク本体３ｂの下部に取付けられており、該モード表示装置
６は表示用光源６１ａおよび該表示用光源が取付けられた基板６１と、前記表示用光源６
１ａよりの光を拡散して外部に放射するアクリル樹脂等からなる光拡散レンズ６２とから
構成されている。
【００２２】
　前記表示用光源６１ａは１対のチップ型ＬＥＤ等のＬＥＤであって、それぞれのＬＥＤ
は橙と緑の光を発光する複合型ＬＥＤとなっており、また、該表示用光源６１ａを点灯・
消灯あるいは点滅させるための点灯回路が実装されている。なお、１対の表示用光源はそ
れぞれ橙と緑の一色のみで点灯するものであってもよく、かつ、色としては橙と緑以外か
の青等の色、あるいは、赤、緑、青等の混合色であってもよい。
【００２３】
　前記基板６１には診療モードにおいて、前記表示用光源６１ａを橙色あるいは緑色に点
灯させるためのモーメンタリースイッチ等の照度切換手段６３が実装されている。そして
、基板６１と光拡散レンズ６２はネジ止め等の手段によって一体化された状態で前記ヨー
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ク本体３ｂ内に組み込まれ、該組み込んだ状態において光拡散レンズ６２はヨーク本体３
ｂの下端に露出した状態となっている。また、照度切換手段６３は光拡散レンズ６２の中
央部分を貫通して下方に突出している。
【００２４】
　前記光拡散レンズ６２には、前記基板６１と一体化した状態において、前記表示用光源
６１ａと対向する位置に、周面方向に表示用光源６１ａよりの光を放散さるためのレンズ
部６２ａが形成され、かつ、周面と粗面に形成され反射拡散面６２ｂとなっている。
【００２５】
　前記光拡散レンズ６２の下面にはゴム等の柔軟性材料による椀状のキャップ６４が着脱
自在に取付けられ、該キャップ６４を下方から押すことにより、前記照度切換手段６３の
操作部６３ａが押されてスイッチの切り換えが行われ、これにより、Ｈ状態のランプがＬ
状態に、また、Ｌ状態のランプがＨ状態に切り換えられ、かつ、点灯中の表示用光源６１
ａの発光色を緑から橙、あるいは、橙から緑に切り換えられる。
【００２６】
　次に、前記したモード表示装置６における表示用光源６１ａの点灯を制御する
ための制御回路を図５のブロック図と共に説明する。なお、制御回路は歯科用ユニット側
の例えば、ドクターテーブル等に組み込まれている。
　６３は前記した診療モード時において照度を切り換えるためのプッシュスイッチである
照度切換手段、５は前記した非接触スイッチやトグルスイッチであるモード切換手段、７
１は歯科ユニットであるドクターテーブル等に組み込まれた電源のオン・オフや前記モー
ド切換手段と同様に扱うためのユニット側操作スイッチ、７２はユニット側に設けられて
いる各種のスイッチ（例えば、治療椅子の上下、背凭れの起伏等）を制御用スイッチから
、前記ユニット側操作スイッチ７１が操作されたことを判断して後述するコンピュータで
ある信号処理回路７３に前記電源のオン・オフや前記モード切換手段が操作されたことの
信号を送出するユニット側制御部である。
【００２７】
　７３は図６～図８に示すフローチャートにて動作制御を行うマイコン信号処理回路、７
４は前記表示用光源６１ａが実装された基板６１に組み込まれた点灯回路、６１ａは前記
した表示用光源６１ａにして、前記した信号処理回路７３よりの信号によって前記点灯回
路７４を介して点灯（緑、橙）・点滅制御される。なお、図示していないが、前記したユ
ニットには前記制御回路の電源のオン・オフを行うための元電源スイッチが設けられてい
る。
【００２８】
　次に、前記したブロック図の動作を図６～図８と共に説明する。
　先ず、図６の電源投入状態による表示切り換えの動作について説明する。
　元電源が投入されているか否かを信号処理回路７３は判断して、元電源が投入されてい
ないと判断した場合には点灯されている表示用光源６１ａがある場合には、該表示用光源
６１ａ（以下、単にＬＥＤ６１ａという）を消灯し、また、消灯状態であってもステップ
Ｓ１に戻って継続して元電源が投入されるか否かを監視し続ける（ステップＳ１）。
【００２９】
　そして、前記判断において元電源が投入されたと判断した場合には、前回に元電源が遮
断された時の照明装置４におけるランプの照度が信号処理回路７３に記憶されているので
、前回の照度がＨであるか否かを信号処理回路７３で判断し（ステップＳ３）、Ｈである
と判断すると緑色のＬＥＤ６１ａを点灯させ（ステップＳ４）、Ｌであると判断すると橙
色のＬＥＤ６１ａを点灯させる（ステップＳ５）。
【００３０】
　次に、前記した元電源が投入されている状態において、照度切換手段６３の切
り換えを行って診療モード時における施術のためのランプ４１の照度を切り換える動作を
図７と共に説明する。
　先ず、信号処理回路はモーメンタリースイッチである照度切換手段６３が操作されたか
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否かを監視し、操作が行われなかったと判断した場合には、照度切換手段６３が操作され
るまで監視を続ける（ステップＳ１１）。
【００３１】
　そして、前記監視において照度切換手段６３が操作されたと判断すると、前回の照明装
置４におけるランプの照度がＨ（緑色のＬＥＤが点灯状態）に設定されていたかを判断し
（ステップＳ１２）、照度がＨである場合には前記ランプの照度をＬに切り換えると共に
橙色のＬＥＤを点灯させ（ステップＳ１３）、前記判断において前記ランプの照度がＨで
ないと判断した場合には、ランプの照度をＨに切り換えると共に緑色のＬＥＤを点灯させ
る（ステップＳ１４）。
【００３２】
　次に、非接触スイッチであるモード切換手段５に手を近づけてモードの切り換え（診療
モードからコンポジットモードへ、あるいはその逆モード）および照明装置のランプの点
滅制御を図８と共に説明する。
　信号処理回路７３は非接触スイッチであるモード切換手段５に手が近づけられたと判断
されると、近づけている時間が予め設定した時間より短いか否かの判断を行い（ステップ
Ｓ２１）、前記設定した時間より短いと判断した場合には、照明装置４におけるランプの
オン・オフ制御であると信号処理回路７３は判断して、ランプが点灯状態である時には消
灯させ、消灯状態である時には点灯させる（ステップＳ２２）。なお、この状態において
は、ランプのみの点灯・消灯制御が行われ、表示用光源６１ａはモード切り換えが行われ
た状態が維持される。
【００３３】
　そして、手が近づけられた時間が前記設定した時間より長いと判断した場合には、以前
におけるランプの点灯状態がＨでの点灯状態（ＬＥＤ緑色で点灯）であったか否かを信号
処理回路７３は判断し（ステップＳ２３）、Ｈでないと判断すると橙色のＬＥＤを、コン
ポジットモードを示す点滅操作に切り換えると共にランプをコンポジットモードであるＬ
Ｌに切り換え（ステップＳ２４）、また、Ｈであると判断すると点灯中の緑色ＬＥＤをコ
ンポジットモードを示す点滅操作に切り換えると共にランプをコンポジットモードである
ＬＬに切り換える（ステップＳ２５）。
【００３４】
　前記した動作においてモード切換手段５である非接触スイッチに手を近づける時間によ
ってランプのオン・オフ制御を行い、また、診療モードからコンポジットモードへの切り
換えや逆の切り換えを行うようにしたが、これらの動作はユニットに設けられたユニット
側操作スイッチによって行うことも可能である。また、このようにユニット側操作スイッ
チによって前記動作の切り換えを行う場合には、前記モード切換手段５である非接触スイ
ッチをトグルスイッチに置き換えてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　前記した実施例にあっては、歯科用のモード表示装置として説明したが、その他の診療
、例えば、産婦人科、泌尿器科等の診療、治療において、施術患部や医師の作業手元部位
を照明するものにも応用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】診療用照明装置の全体を示す正面図である。
【図２】同上の側面図である。
【図３】本発明のモード表示装置の要部を示す斜視図である。
【図４】同上の断面図である。
【図５】モード表示装置の制御回路を示すブロック図である。
【図６】電源投入状態による表示切り換え動作を示すフローチャートである。
【図７】照度切換手段による表示切り換え動作を示すフローチャートである。
【図８】モード切換手段によるモード切り換え動作を示すフローチャートである。
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【符号の説明】
【００３７】
　４　　　　　照明装置
　５　　　　　モード切換手段（非接触スイッチ）
　６　　　　　モード表示装置
　６１ａ　　　表示用光源（ＬＥＤ）
　６２　　　　光拡散レンズ
　６３　　　　照度切換手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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